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○ 公  示 

公示第１１４号 
 
道路運送法施行規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当

該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．事案の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 
 

平成２６年３月１７日 
北陸信越運輸局長  和迩 健二 

 
公示第１１５号 
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道路運送法施行規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当

該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．事案の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 
 

平成２６年３月１７日 
北陸信越運輸局長  和迩 健二 

 
 
  （事案の件名）   一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請 

事案番号 申請者の氏名又は名称 運賃ブロック 
事案の概要 

種  類 現  行 申  請 
25 旅第 52 号 マルカタクシー合資会社 新潟県Ｂ地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新潟県Ｂ地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙１

のとおり） 25 旅第 53 号 美咲タクシー株式会社 
25 旅第 54 号 銀嶺タクシー株式会社 
25 旅第 55 号 魚沼交通株式会社 
25 旅第 56 号 湯沢タクシー株式会社 
25 旅第 57 号 小千谷タクシー株式会社 
25 旅第 58 号 枡形タクシー株式会社 
25 旅第 59 号 雪国タクシー株式会社 
25 旅第 60 号 ひかり交通株式会社 
25 旅第 61 号 観光タクシー株式会社 
25 旅第 62 号 株式会社小出タクシー 
25 旅第 63 号 奥只見タクシー株式会社 
25 旅第 64 号 株式会社アサヒタクシー 
25 旅第 65 号 明石交通株式会社 
25 旅第 66 号 十日町タクシー株式会社 
25 旅第 67 号 昭和交通有限会社 
25 旅第 68 号 十日町交通株式会社 
25 旅第 69 号 中央タクシー株式会社 
25 旅第 70 号 六日町タクシー株式会社 
25 旅第 71 号 株式会社はまなす観光タクシー 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙２

のとおり） 25 旅第 72 号 坂町タクシー株式会社 
25 旅第 73 号 荒川タクシー株式会社 
25 旅第 74 号 藤観光タクシー株式会社 
25 旅第 75 号 株式会社中条タクシー 
25 旅第 76 号 アイエムタクシー株式会社 
25 旅第 77 号 日の丸観光タクシー株式会社 
25 旅第 78 号 新井タクシー株式会社 
25 旅第 79 号 山北タクシー株式会社 
25 旅第 80 号 株式会社瀬波タクシー 
25 旅第 81 号 有限会社浦川原タクシー 
25 旅第 82 号 株式会社あきちゃんタクシーあこち  
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ゃん代行  
 
 
 
 
 
 
 

25 旅第 83 号 与板タクシー有限会社 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙３

のとおり） 25 旅第 84 号 中越交通株式会社（加茂市、燕市Ａ、

南蒲原郡Ａ、三条市Ｂの区域に限る） 
25 旅第 85 号 有限会社出雲崎交通 
25 旅第 86 号 大河津観光有限会社 
25 旅第 87 号 寺泊交通株式会社 
25 旅第 88 号 やまとタクシー株式会社 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙４

のとおり） 25 旅第 89 号 株式会社浦佐タクシー 
25 旅第 90 号 頸城ハイヤー株式会社 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙５

のとおり） 25 旅第 91 号 三条タクシー株式会社 
25 旅第 92 号 三越タクシー株式会社 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙６

のとおり） 
25 旅第 93 号 中越交通株式会社（見附市、長岡市

Ｂ、長岡市Ｃ、長岡市Ｄ、三島郡の

区域に限る） 

新潟県Ｂ地区 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙７

のとおり） 

25 旅第 94 号 株式会社小針タクシー 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙８

のとおり） 
25 旅第 95 号 直江津タクシー株式会社 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙９

のとおり） 
25 旅第 96 号 柏崎タクシー株式会社 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙１

０のとおり） 
25 旅第 99 号 株式会社みつけタクシー 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙１

１のとおり） 
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公示第１１６号 
 
道路運送法施行規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当

該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．事案の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 
 

平成２６年３月１７日 
北陸信越運輸局長  和迩 健二 

 

事案番号 申請者の氏名又は名称 運賃ブロック 
事案の概要 

種  類 現  行 申  請 
25 旅第 46 号 野尻湖タクシー株式会社 長野県Ｂ地区 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙のとおり） 
25 旅第 47 号 長野交通株式会社 
25 旅第 48 号 中野ハイヤー株式会社 
25 旅第 49 号 長電タクシー株式会社 
25 旅第 50 号 戸狩ハイヤー有限会社 
25 旅第 51 号 有限会社飯綱ハイヤー 
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公示第１１７号 
 
道路運送法施行規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当

該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．事案の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 
 

平成２６年３月１７日 
北陸信越運輸局長  和迩 健二 

 

事案番号 申請者の氏名又は名称 運賃ブロック 
事案の概要 

種  類 現  行 申  請 

25 旅第 98 号 石川交通株式会社 石川県石川地区 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙のとおり） 
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公示第１１８号 
 
道路運送法施行規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当

該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．事案の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 
 

平成２６年３月１９日 
北陸信越運輸局長  和迩 健二 

 
  （事案の件名）   一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請 

事案番号 申請者の氏名又は名称 運賃ブロック 
事 案 の 概 要 

運賃及び料金

の種類 
現  行 申  請 

25 旅第 100 号 おやどタクシー株式会社 石川県金沢地区 早朝予約料金 １両ごとに４１０円 早朝予約料金

を廃止する。 
25 旅第 101 号 かほく交通有限会社 

25 旅第 102 号 高松タクシー株式会社 １両ごとに４００円 

25 旅第 103 号 株式会社津幡観光社 

25 旅第 104 号 河北台タクシー株式会社 

 
公示第１１９号 
 
道路運送法施行規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当

該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．事案の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 
 

平成２６年３月１９日 
北陸信越運輸局長  和迩 健二 

 
  （事案の件名）   一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請 

事案番号 申請者の氏名又は名称 運賃ブロック 
事案の概要 
種  類 現  行 申  請 

25 旅第 105 号 
株式会社魚沼中央トランス

ポート 
新潟県Ｂ地区 時間制運賃の細分化（事案の概要は別紙のとおり） 
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公示第１２０号 
 
道路運送法施行規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当

該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
２．事案の件名及びその番号 
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 
 

平成２６年３月２０日 
北陸信越運輸局長  和迩 健二 
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○ 許 認 可 等 

 
■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 長認証第３６８号 

認証年月日 平成２６年３月１１日 

事業者名 株式会社ホンダカーズ長野東 

事業場名 株式会社ホンダカーズ長野東吉田店 

事業場所在地 長野県長野市吉田２丁目２３番３号 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第３６９号 

認証年月日 平成２６年３月１４日 

事業者名 株式会社ホンダカーズ長野中央 

事業場名 グロス長野須坂センター 

事業場所在地 長野県須坂市大字日滝字口明塚３５５０番地１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第３７０号 

認証年月日 平成２６年３月１４日 

事業者名 株式会社ロイヤルオートサービス 

事業場名 株式会社ロイヤルオートサービス佐久工場 

事業場所在地 長野県佐久市岩村田北１丁目１４番４ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

認証番号 長認証第３７１号 

認証年月日 平成２６年３月１４日 

事業者名 有限会社トライフォースカンパニー 

事業場名 車屋佐久平 

事業場所在地 長野県佐久市長土呂字北下ノ中原８０１番地２ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 
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対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第３７２号 

認証年月日 平成２６年３月１９日 

事業者名 アイ・ビイ自動車工業株式会社 

事業場名 アイ・ビイ自動車工業株式会社 箕輪店 

事業場所在地 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字鉄砲島８８６９番地１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

大型特殊自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普中、普小、普乗、大特、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第３７３号 

認証年月日 平成２６年３月１９日 

事業者名 株式会社アルプス 

事業場名 ホンダカーズ松本南伊那北店 

事業場所在地 長野県伊那市御園９８番１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第３７４号 

認証年月日 平成２６年３月１９日 

事業者名 長野ヤナセＡＧ株式会社 

事業場名 長野ヤナセＡＧ株式会社ＡＵＤＩ松本 

事業場所在地 長野県塩尻市大字広丘野村字角前１８２４番地２ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 石認証第３４５号 

認証年月日 平成２６年３月１１日 

事業者名 小杉 剛史 
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事業場名 モーターサービス ビークル 

事業場所在地 石川県金沢市湊２丁目１２０番１０ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 石認証第３４６号 

認証年月日 平成２６年３月１０日 

事業者名 株式会社ライフクリエイト 

事業場名 株式会社ライフクリエイト 

事業場所在地 石川県金沢市駅西本町１丁目１１番２２号 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普中 

【動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝】 

普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 石認証第３４７号 

認証年月日 平成２６年３月１７日 

事業者名 丸一石油株式会社 

事業場名 マルイチテクニカルセンターはくい 

事業場所在地 石川県羽咋市石野町ホ４２番地１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 普小、普乗、小四、小三、小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

業務範囲の限定 なし 

 

 

■指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

 

指定番号 北信指第２０２１１号 

指定年月日 平成２６年３月１７日 

事業者名 北産自工株式会社  

事業場の名称 北産自工株式会社 

事業場の所在地 長野県長野市稲里町中氷鉋字陣場川原１１１７番地１４ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 － 

指定の条件 － 
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指定番号 北信指第３０１１７号 

指定年月日 平成２６年３月１４日 

事業者名 株式会社ホンダセンター富山 

事業場の名称 株式会社ホンダセンター富山 小杉営業所 

事業場の所在地 富山県富山市西二俣５９５番地２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 軽油を燃料とする原動機を除く 

指定の条件 － 

 

指定番号 北信指第３０１１８号 

指定年月日 平成２６年３月１４日 

事業者名 株式会社 ピア 

事業場の名称 イエローハット砺波店 

事業場の所在地 富山県砺波市太郎丸２－１２７ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 － 

指定の条件 － 

 

 

○ 行 政 処 分 

■一般貨物自動車運送事業者に対する行政処分（平成２６年２月分） 

（自動車運送事業安全監理室） 

行政処分日 

事業者の氏名 

又は名称 
営業所の名称 行政処分等の内容 

違反行為の概要 

※ 

事業者 

点数 

 

営業所 

点数 事業者の所在地 営業所の所在地 主な違反の条項 

平成 26 年2

月 3 日 

大谷総業運輸倉庫株

式会社 代表者大谷昇 
伊那営業所 

輸送施設の使用停止

（１０日車） 

平成２４年６月２６日、労

働局からの通報に基づ

き監査実施。１件の法令

違反が認められた。（１）

乗務時間等の基準の遵

守違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

3 条第 4 項） 

1 1 

長野県伊那市上牧７３

８０－３７５ 

長野県伊那市野底８２

６８－２８ 

貨物自動車運送事業

法１７条第１項 

平成 26 年2

月 3 日 

株式会社山本建材 代

表者山本和宏 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（１１５日車） 

平成２４年１１月１９日、

貨物等重点監査の対象

事業者としたことから監

査実施。３件の法令違

反が認められた。（１）定

期点検整備の実施違反

等（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第 13

条、道路運送車両法第

48 条） 

12 12 

新潟県加茂市新栄町１

５番５号 

新潟県加茂市新栄町１

５番５号 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 
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平成 26 年2

月 4 日 

東北開発運輸株式会

社 代表者酒井市雄 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年５月８日、労

働局からの通報が届い

たことから監査実施。１

件の法令違反が認めら

れた。（１）乗務時間等

の基準の遵守違反（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 3 条第 4 項） 

2 2 

新潟県阿賀野市寺社

甲４２３－１ 

新潟県阿賀野市寺社

甲４２３－１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第１項 

平成 26 年2

月 4 日 

有限会社北照運輸 代

表者神田二千六 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（４０日車） 

平成２４年１１月２６日、

貨物等重点監査の対象

事業者としたことから監

査実施。１件の法令違

反が認められた。（１）定

期点検整備の実施違反

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 13 条、

道路運送車両法第 48

条） 

4 4 

富山県富山市萩原２４

６－３ 

富山県富山市萩原２４

６－３ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 4 日 

有限会社古越物産 代

表者古越浩二 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年８月３１日、街

頭検査において当該事

業者の管理する事業用

自動車について整備命

令書を発令したことから

監査実施。１件の法令

違反が確認された。（１）

不正改造車両の運行

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 13 条、

道路運送車両法第41条

及び第 47 条） 

2 2 

長野県北佐久郡御代

田町大字馬瀬ロ２７２

－２ 

長野県北佐久郡御代

田町大字馬瀬ロ２７２

－２ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 4 日 

有限会社サンライズ商

事 代表者西野入威 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（１０日車） 

平成２４年９月１９日、適

正化実施機関の巡回指

導結果から監査実施。４

件の法令違反が認めら

れた。（１）事業計画の

変更認可違反（貨物自

動車運送事業法第 9 条

第 1 項）（２）事業計画事

前届出違反（貨物自動

車運送事業法第 9 条第

3 項）（３）報告義務違反

（貨物自動車運送事業

法第 60 条第 1 項）（４）

運行管理者の選任（解

任）未届出違反（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 19 条） 

1 1 

長野県千曲市大字雨

宮２３２ 

長野県長野市稲里町

中氷飽字伊勢宮８１２

－１ 

貨物自動車運送事業

法９条第３項 
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平成 26 年2

月 4 日 

有限会社アシスト・エム

ケー・コーポレーション 

代表者中島邦雄 

本社営業所 
輸送施設の使用停止

（６０日車） 

平成２４年８月２１日、公

安委員会から道路交通

法令違反通知書が届い

たことから監査実施。６

件の法令違反が認めら

れた。（１）乗務時間等

の基準の遵守違反（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 3 条第 4 項）

（２）健康状態の把握義

務違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

3 条第 6 項）（３）点呼の

記録義務違反（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 7 条第 5 項）（４）

運転者台帳の記載事項

義務違反（貨物自動車

運送事業輸送安全規則

第 9 条の 4）（５）運転者

に対する指導監督違反

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第10条第

1 項）（６）運転者に対す

る指導監督の記録違反

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第10条第

1 項） 

6 6 

富山県中新川郡立山

町大石原１６９番地 

富山県中新川郡立山

町大石原１６９番地 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 4 日 

株式会社名越 代表者

名取川覚 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２５日車） 

平成２４年１１月２２日、

貨物等重点監査の対象

事業者となったことから

監査実施。２件の法令

違反が認められた。（１）

定期点検整備の実施違

反等（貨物自動車運送

事業輸送安全規則第 13

条、道路運送車両法第

48 条） 

3 3 

富山県下新川郡入善

町東狐１０６０ 

富山県下新川郡入善

町東狐１０６０ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 5 日 

協進運輸有限会社 代

表者宮崎清二 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（７０日車） 

平成２４年１２月１３日、

貨物等重点監査の対象

事業者になったことから

監査実施。１件の法令

違反が認められた。（１）

定期点検整備の実施違 

反（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第 13

条、道路運送車両法第

48 条） 

7 7 
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富山県射水市小林１５

－１ 

富山県射水市小林１５

－１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 7 日 

甲信越福山通運株式

会社 代表者本瓦豊太

郎 

新潟支店 文書警告 

平成２５年１１月２６日、

公安委員会から道路交

通法令違反通知書が届

いたことから監査実施。

２件の法令違反が認め

られた。（１）乗務時間等

の基準の遵守違反（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 3 条第 4 項）

（２）点呼の記載事項義

務違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

7 条第 5 項） 

0 0 

長野県長野市若穂川

田字新田３８００－６ 

新潟県新潟市西区緖

立流通１丁目２番地２ 

貨物自動車運送事業

法１７条第１項 

平成 26 年2

月 7 日 

関越物流株式会社 代

表者田中高広 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年５月１０日、労

働局からの通報が届い

たことから監査実施。１

件の法令違反が認めら

れた。（１）乗務時間等

の基準の遵守違反（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 3 条第 4 項） 

2 2 

新潟県胎内市下館字

大開１１９３－２ 

新潟県新発田市大字

日渡蟻の塔１２６－２ 

貨物自動車運送事業

法１７条第１項 

平成 26 年2

月 7 日 

新発田陸送株式会社 

代表者阿部金一 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（１０日車） 

平成２４年８月２８日、公

安委員会より道路交通

法令違反通知書が届い

たことから監査実施。２

件の法令違反が認めら

れた。（１）乗務時間等

の基準の遵守違反（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 3 条第 4 項）

（２）運転者に対する指

導監督違反（貨物自動

車運送事業輸送安全規

則第 10 条第 1 項） 

25 25 

新潟県新発田市日渡１

３１ 

新潟県新発田市大字

日渡蟻の塔１２６－２ 

貨物自動車運送事業

法１７条第１項 

平成 26 年2

月 12 日 

株式会社キトウ 代表

者鬼頭重光 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年２月２２日、街

頭検査において当該事

業者の管理する事業用

自動車に整備命令書を

発令したことから監査実

施。１件の法令違反が

認められた。（１）不正改

造車両の運行（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 13 条、道路運送

2 2 

長野県長野市青木島

町大塚１１４３－２ 

長野県長野市青木島

大塚１１４３－２ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 
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車両法第 41 条及び第

47 条） 

平成 26 年2

月 12 日 

東新運輸株式会社 代

表者大滝寿昭 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（１０日車） 

平成２３年１１月２８日、

適正化実施機関の巡回

指導結果から監査実

施。２件の法令違反が

認められた。（１）事業計

画の変更認可違反（貨

物自動車運送事業法第

9 条第 1 項）（２）事業計

画事前届出違反（貨物

自動車運送事業法第 9

条第 3 項） 

1 1 

新潟県新潟市東区海

老ヶ瀬１０４０ 

新潟県新潟市東区中

木戸６８ 

貨物自動車運送事業

法９条第３項 

平成 26 年2

月 13 日 

大平リース株式会社 

代表者朝倉高行 
本社営業所 文書警告 

平成２５年１月１８日、適

正化実施機関の巡回指

導結果から神座実施。１

件の法令違反が認めら

れた。（１）点検整備記

録簿の記載違反（貨物

自動車運送事業輸送安

全規則第 13 条、道路運

送車両法第 49 条） 

0 0 

富山県黒部市田家新５

８４－１ 

富山県黒部市田家新５

８４－１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 17 日 

有限会社夢建設重機 

代表者南林市郎 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（１５５日車） 

平成２５年１月２１日、貨

物等重点監査の対象事

業者となったことから監

査実施。３件の法令違

反が認められた。（１）定

期点検整備の実施違反

等（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第 13

条、道路運送車両法第

48 条） 

16 16 

富山県高岡市神主町５

０ 

富山県高岡市京田６４

６－１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 17 日 

株式会社新日本海商

運 代表者帆刈浩 
本社営業所 文書警告 

平成２５年８月２３日、労

働局からの通報書が届

いたことから監査実施。

２件の違反が認められ

た。（１）点呼の実施義

務違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

7 条）（２）乗務等の記載

事項義務違反（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 8 条） 

0 0 

新潟県新潟市江南区

亀田工業団地２丁目２

５２８番地３９の２ 

新潟県新潟市江南区

亀田工業団地２丁目２

５２８番地３９の２ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 
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平成 26 年2

月 17 日 

株式会社都市貨物輸

送 代表者柴崎利喜 
松本営業所 

輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年７月２０日、労

働局からの通報書が届

いたことから監査実施。

１件の法令違反が認め

られた。（１）運転者に対

する指導監督違反（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 10 条第 1

項） 

2 2 

神奈川県相模原市中

央区田名５９７１－１ 

長野県松本市大字今

井字松本道７２５５ 

貨物自動車運送事業

法１７条第１項 

平成 26 年2

月 17 日 

有限会社宮下重機 代

表者杉林ゆう子 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（８０日車） 

平成２４年１２月１７日、

貨物等重点監査の対象

事業者となったことから

監査実施。１件の法令

違反が認められた。（１）

定期点検整備の実施違

反（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第 13

条、道路運送車両法第

48 条） 

8 8 

富山県氷見市触坂９１

７番地 

富山県高岡市四屋８０

２番地１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 18 日 

有限会社友城商事 代

表者熊木幸一 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（３５日車） 

平成２３年１１月３０日、

適正化実施機関の巡回

指導結果から監査実

施。７件の法令違反が

認められた。（１）乗務時

間等の基準の遵守違反

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 3 条第

4 項）（２）点呼の実施義

務違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

7 条）（３）点呼の記載事

項義務違反（貨物自動

車運送事業輸送安全規

則第 7 条第 5 項）（４）乗

務等の記載事項義務違

反（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第8条）

（５）運行記録計による

記録義務違反（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 9 条）（６）運転者

に対する指導監督違反

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第10条第

1 項）（７）定期点検整備

の実施違反（貨物自動

車運送事業輸送安全規

則第 13 条、道路運送車

両法第 48 条） 

4 4 

新潟県上越市大潟区

土底浜３２３２－２ 

新潟県上越市大潟区

土底浜２１３５－１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 
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平成 26 年2

月 21 日 

日の出運輸企業株式

会社 代表者嶋田康子 
新潟営業所 

輸送施設の使用停止

（７０日車） 

平成２４年１０月３日、街

頭検査において当該事

業者の管理する事業用

自動車が整備命令書を

発令されたことから監査

実施。３件の法令違反

が認められた。（）不正

改造車両の運行（貨物

自動車運送事業輸送安

全規則第 13 条、道路運

送車両法第41 条及び第

47 条）（）定期点検整備

の実施違反等（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 13 条、道路運送

車両法第 48 条） 

3 3 

秋田県秋田市寺内字

神屋敷２９５－４３ 

新潟県長岡市北陽１－

５３－２１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 24 日 

木野建設株式会社 代

表者木野市一 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（３０日車） 

平成２４年１０月３日、街

頭検査において当該事

業者の管理する事業用

自動車が整備命令書を

発令されたことから監査

実施。３件の法令違反

が認められた。（1）不正

改造車両の運行（貨物

自動車運送事業輸送安

全規則第 13 条、道路運

送車両法第41 条及び第

47 条）（2）定期点検整備

の実施違反等（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 13 条、道路運送

車両法第 48 条） 

3 3 

石川県金沢市才田町

は５８ 

石川県金沢市才田町

は５８ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 24 日 

有限会社大兼 代表者

新本政吉 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年１２月３日、貨

物等重点監査の対象事

業者となったことから監

査実施。２件の法令違

反が認められた。（1）定

期点検整備の実施違反

等（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第 13

条、道路運送車両法第

48 条） 

2 2 

富山県富山市婦中宮ｹ

島３１９ 

富山県富山市婦中町

田島４１３－１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 
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平成 26 年2

月 24 日 

有限会社こまつ 代表

者小松克美 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（３０日車） 

平成２３年１１月２８日、

公安委員会より道路交

通法令違反通知書が届

いたことから監査実施。

６件の法令違反が認め

られた。（１）乗務時間等

の基準の遵守違反（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 3 条第 4 項）

（２）点呼の実施義務違

反（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第7条）

（３）運転者に対する指

導監督違反（貨物自動

車運送事業輸送安全規

則第 10 条第 1 項）（４）

点呼の記録義務違反

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 7 条第

5 項）（５）乗務等の記載

事項義務違反（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 8 条）（６）運転者

に対する指導監督違反

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第10条第

1 項） 

3 3 

石川県白山市鶴来本

庁４丁目千目９－３ 

石川県小松市符津町ソ

２２ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 24 日 

有限会社小西商建 代

表者小西長武 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２５日車） 

平成２４年１０月２５日、

街頭検査において当該

事業者の管理する事業

用自動車が整備命令書

を発令されたことから監

査実施。３件の法令違

反が認められた。（１）不

正改造車両の運行（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 13 条、道路

運送車両法第41条及び

第 47 条）（２）定期点検

整備の実施違反等（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 13 条、道路

運送車両法第 48 条） 

3 3 

石川県金沢市上安原

南４番地 

石川県金沢市上安原

南４番地 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 25 日 

グリーンライン信州株

式会社 代表者下深迫

均 

本社営業所 
輸送施設の使用停止

（１０日車） 

平成２４年６月１５日、労

働局から通報書が届い

たことから監査実施。４

件の法令違反が認めら

れた。（１）乗務時間等

の基準の遵守違反（貨

物自動車運送事業輸送

安全規則第 3 条第 4 項） 

1 1 
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長野県塩尻市大字広

丘野村１７４６－１ 

長野県塩尻市大字広

丘野村１７４６－１ 

貨物自動車運送事業

法１７条第１項 

（２）点呼の実施義務違

反（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第7条）

（３）点呼の記載事項義

務違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

7 条第 5 項）（４）整備管

理者の選任（解任）未届

出違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

13 条、道路運送車両法

第 52 条） 

平成 26 年2

月 25 日 

株式会社アップル運輸 

代表者下城洋司 
松本営業所 

輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年６月６日、当

該事業者運転手が死亡

した自損事故を惹起した

ことから監査実施。７件

の法令違反が認められ

た。（１）自動車車庫の

位置及び収容能力違反

（貨物自動車運送事業

法第 9 条第 1 項）（２）乗

務員の休憩・睡眠施設

の位置及び収容能力違

反（貨物自動車運送事

業法第 9 条第 1 項）（３）

事業計画事後届出違反

（貨物自動車運送事業

法第 9 条第 3 項後段）

（４）乗務時間等の基準

の遵守違反（貨物自動

車運送事業輸送安全規

則第 3 条第 4 項）（５）点

呼の実施義務違反（複

数ある場合は「等」を付

ける）（貨物自動車運送

事業輸送安全規則第 7

条）（６）点呼の記載事項

義務違反（貨物自動車

運送事業輸送安全規則

第 7 条第 5 項）（７）運行

管理者の選任（解任）未

届出違反（貨物自動車

運送事業輸送安全規則

第 19 条） 

2 2 

長野県上田市大字芳

田４３９－１ 

長野県松本市出川２丁

目７番１号 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

平成 26 年2

月 25 日 

阿部トラック有限会社 

代表者阿部義彦 
本社営業所 文書警告 

平成２４年１０月１２日、

労働局からの通報書が

届いたことから監査実

施。３件の法令違反が

認められた。（１）乗務時

間等の基準の遵守違反

（貨物自動車運送事業

0 0 
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新潟県新潟市江南区

横越中央７丁目１－１３ 

新潟県新潟市江南区

横越中央７丁目１－１３ 

貨物自動車運送事業

法１７条第１項 

輸送安全規則第 3 条第

4 項）（２）点呼の実施義

務違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

7 条）（３）点呼の記載事

項義務違反（貨物自動

車運送事業輸送安全規

則第 7 条第 5 項） 

平成 26 年2

月 27 日 

三信物流有限会社 代

表者中山節男 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年２月１５日、労

働局からの通報書が届

いたことから監査実施。

５件の法令違反が認め

られた。（１）健康状態の

把握義務違反（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 3 条第 6 項）（２）

点呼の実施義務違反

（貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 7 条）

（３）点呼の記録義務違

反（貨物自動車運送事

業輸送安全規則第 7 条

第 5 項）（４）点呼の記載

事項義務違反（貨物自

動車運送事業輸送安全

規則第 7 条第 5 項）（５）

運行管理者の補助者要

件違反（貨物自動車運

送事業輸送安全規則第

18 条第 3 項） 

2 2 

長野県佐久市岩村田２

７１番地２ 

長野県佐久市岩村田２

７１番地２ 

貨物自動車運送事業

法１７条第３項 

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（北陸信越運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。 

 
 
■一般貸切自動車運送事業者に対する行政処分（平成２６年２月分） 

（自動車運送事業安全監理室） 

行政処分日 

事業者の氏名 

又は名称 
営業所の名称 行政処分等の内容 

違反行為の概要 

※ 

事業者 

点数 

 

営業所 

点数 
事業者の所在地 営業所の所在地 主な違反の条項 

平成 26 年2

月 3 日 

株式会社フクトミ 代表

者清貞雄 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（３０日車） 

平成２４年１月２０日、貸

切バス事業者等に対す

る重点監査の対象事業

者になったことから監査

実施。３件の法令違反

が認められた。（１）定期

3 3 
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長野県上伊那郡箕輪

町大字中箕輪１１９４１ 

長野県上伊那郡箕輪

町大字中箕輪１１９６９

－１１ 

道路運送法第２７条第

１項 

点検整備の実施違反等

（旅客自動車運送事業

運輸規則第 45 条、道路

運送車両法第 48 条）

（２）整備管理者の研修

受講義務違反（旅客自

動車運送事業運輸規則

第 46 条） 

平成 26 年2

月 17 日 

有限会社飯綱観光バ

ス 代表者勝山幸人 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（３０日車） 

平成２５年３月２１日、労

働局からの通報書が届

いたことから監査実施。

８件の法令違反が認め

られた。（１）運送引受書

の交付義務違反（旅客

自動車運送事業運輸規

則第 7 条の 2 第 1 項）

（２）乗務時間等の基準

の遵守違反（旅客自動

車運送事業運輸規則第

21 条第 1 項）（３）点呼の

実施義務違反（旅客自

動車運送事業運輸規則

第 24 条第１項、第２項）

（４）点呼の記載事項義

務違反（旅客自動車運

送事業運輸規則第24条

第 4 項）（５）乗務員台帳

の作成義務違反（旅客

自動車運送事業運輸規

則第 37 条第 1 項）（６）

乗務員台帳の記載事項

義務違反（旅客自動車

運送事業運輸規則第 37

条第 1 項）（７）運転者に

対する指導監督違反

（旅客自動車運送事業

運輸規則第 38 条第 1

項）（８）輸送の安全にか

かわる情報の公表義務

違反（道路運送法第 29

条の 3） 

6 6 

長野県長野市東和田５

０１－１５ 

長野県長野市東和田５

０１－１５ 

道路運送法第２７条第

２項 
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平成 26 年2

月 17 日 

有限会社プリムローズ 

代表者杉木修一 
上越営業所 

輸送施設の使用停止

（１０日車） 

平成２３年１０月２４日及

び１１月８日、労働基準

監督署との合同監査選

定事業者として監査実

施。８件の法令違反が

認められた。（１）乗務時

間等の基準の遵守違反

（旅客自動車運送事業

運輸規則第 21 条第 1

項）（２）点呼の実施義務

違反（旅客自動車運送

事業運輸規則第 24 条）

（３）点呼の記載事項義

務違反（旅客自動車運

送事業運輸規則第24条

第 4 項）（４）運行指示書

の記載事項義務違反

（旅客自動車運送事業

運輸規則第 28 条の 2 第

1 項）（５）乗務員台帳の

記載事項義務違反（旅

客自動車運送事業運輸

規則第37 条第1 項）（６）

運転者に対する指導監

督違反（旅客自動車運

送事業運輸規則第38条

第 1 項）（７）運転者に対

する指導監督の記録違

反（旅客自動車運送事

業運輸規則第 38 条第 1

項）（８）整備管理者の選

任（解任）未届出違反

（旅客自動車運送事業

運輸規則第 45 条、道路

運送車両法第 52 条） 
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新潟県妙高市大字樽

本丙１１０１番地１２４ 

新潟県上越市中郷区

市屋３９５－１ 

道路運送法第２７条第
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平成 26 年2

月 24 日 

株式会社ケー・オー・ケ

ー・ケー 代表者小柳

肇 

下越営業所 
輸送施設の使用停止

（２０日車） 

平成２４年１月１１日及

び１月１７日、貸切バス

事業者重点監査の対象

となったことから監査実

施。４件の法令違反が

認められた。（1）乗務時

間等の基準の遵守違反

（旅客自動車運送事業

運輸規則第 21 条第 1

項）（2）運行指示書の記

載事項義務違反（旅客

自動車運送事業運輸規

則第 28 条の 2 第 1 項）

（3）点検整備記録簿の

記載違反（旅客自動車

2 2 



 
 

28 
 

   

運送事業運輸規則第 45

条第 2 号、道路運送車

両法第49条）（4）整備管

理者の研修受講義務違

反（旅客自動車運送事

業運輸規則第 46 条） 

 

 

 

新潟県新発田市大栄

町６丁目６番４号 

 

 

 

 

新潟市胎内市長橋１２

５－１ 

道路運送法第２７条第

２項 

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（北陸信越運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。 

 


